
2番隊員として操法大会で活躍しました

 

消
防
団
に
入
団
し
た
き
っ
か

け
は
？

　
一
昨
年
２
月
に
開
か
れ
た
矢
沢

行
政
区
の
総
会
の
際
に
、
矢
沢
班

の
団
員
か
ら
勧
誘
が
あ
っ
た
こ
と

が
き
っ
か
け
で
す
。
こ
れ
ま
で
東

京
で
働
い
て
い
ま
し
た
が
、
５
年

前
に
父
の
出
身
で
あ
る
矢
沢
に
移

り
住
み
、
消
防
団
の
活
動
を
通
し

て
地
域
貢
献
の
一
環
と
な
れ
ば
と

思
い
、
入
団
し
ま
し
た
。

 

消
防
団
活
動
で
、
特
に
印
象

深
い
出
来
事
は
あ
り
ま
す
か
？

　
約
１
年
半
前
、
入
団
し
て
す
ぐ

に
出
動
し
た
一
般
建
物
火
災
で

す
。
最
終
的
に
１
軒
全
焼
と
い
う

結
果
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
消
防
団
員
が
最
前
線
で
消
火

活
動
を
す
る
姿
に
驚
き
ま
し
た
。

　
こ
の
火
災
を
き
っ
か
け
に
、
消

防
団
員
の
安
全
管
理
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
日
々
の
訓
練
や
他
班
と

の
連
携
の
重
要
性
を
学
び
ま
し

　

皆
さ
ん
の
近
所
や
職
場
に
も
、

大
切
な
地
域
を
守
る
た
め
、
日
々

活
動
に
当
た
る
消
防
団
員
が
い
ま

す
。
今
回
は
、
２
年
間
で
６
人
の

団
員
が
加
入
し
た
第
13
分
団
矢
沢

班
の
新
入
団
員
を
代
表
し
て
、
佐

藤
聡
さ
ん
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま

し
た
。

た
。 

市
消
防
操
法
大
会
に
参
加
し

た
感
想
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
操
法
大
会
参
加
に
当
た
り
、
矢

沢
班
は
５
月
の
連
休
明
け
か
ら
練

習
を
始
め
ま
し
た
。
最
初
は
自
分

も
含
め
、
選
手
も「
練
習
が
き
つ

　
昨
年「
市
・
県
民
税
申
告
書
」を

提
出
し
た
人
に
は
、
１
月
下
旬
に

日
程
を
通
知
し
ま
す
。

　
昨
年
一
年
間
の
所
得
状
況
を
申

告
す
る「
市
・
県
民
税
申
告
相
談
」

を
行
い
ま
す
。
申
告
は
市
・
県
民

税
の
算
定
の
ほ
か
、
社
会
保
険
料

な
ど
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
大
切

な
手
続
き
で
す
。
申
告
が
必
要
な

人
は
、
期
限
内
に
忘
れ
ず
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

１
月
下
旬
に
お
知
ら
せ

◦申告相談の日程表
月日 会　場

2
月

14日（金）
17日（月）

稲田コミュニティ
センター

18日（火）
19日（水）
20日（木）

岩瀬市民サービス
センター

21日（金）
25日（火）
26日（水）

長沼市民サービス
センター

27日（木）
28日（金）大東コミュニティ

センター

３
月

3日（月）

4日（火）
～　　

17日（月）
市役所4階
「大会議室A～C」

▶土・日曜日、祝日の申告相談はあり
ません
▶期間中は、税務課での申告受け付け
はできません
受付時間　午前9時～11時30分、午後
1時～3時
※夜間の申告相談は行いません。

■■ 

市
・
県
民
税
の
申
告
相
談

市
・
県
民
税
の
申
告
相
談

期
限
内
に
忘
れ
ず
に

期
限
内
に
忘
れ
ず
に

２
月
14
日(

金)

～
３
月
17
日(

月)

税
務
課
（
88
）９
１
２
４

　

通
知
が
届
か
な
く
て
も
、
申
告

が
必
要
な
人（
下
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー

ト
で
確
認
）は
、
左
の
表
で
日
程
を

確
認
し
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

ｅ－ｔａｘ
で
自
宅
か
ら

確
定
申
告

　
所
得
税
の
確
定
申
告
は
、
ｅ
︲ 

ｔ
ａ
ｘ
を
用
い
た
オ
ン
ラ
イ
ン

で
の
申
告
を
推

奨
し
て
い
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申告が必要かどうか、フローチャートで確かめてみましょう

令和7年1月1日現在の居住地が
須賀川市である

令和7年1月1日現在の
居住市町村に確認

市・県民税の申告が
必要　※2

所得税の納付や還付が発生する　
※4

同居親族に令和6年分
の扶養親族として申告
されている（健康保険
の扶養でなく、所得税
法の扶養）

年金以外の所得がある　※1

令和6年中に収入があった
（遺族・障害年金、失業手
当等の非課税所得は除く）

令和6年中に給与収入があった

年末調整が済んでいる

2カ所以上からの給与または
給与以外の所得がある　※１

年末調整していない給与収入
と給与以外の所得の合計が20
万円を超える

税証明の発行、医療・福祉などのサー
ビスを利用する際に申告が必要な場合
があります

申告不要　※3

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

※1　営業、農業、不動産、雑所得など
※2　次の申告は市・県民税申告会場で受け付けできませんので、税務署会場で確定申告をしてください。
●青色申告　●1年目の住宅ローン控除　●亡くなられた人の申告　●免税牛　●災害などによる雑損控
除　●土地建物や株式の譲渡　●配当所得　●先物取引　●外国税額控除　●損失の繰越、繰越控除
※3　控除の追加があるときは申告してください。
※4　詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告・還付申告」をご覧ください。

e-taxまたは
税務署会場で確定申告が必要

いいえ

はい

市の国民健康保
険、介護保険、後
期高齢者医療保険
に加入している

所得税の
確定申告

スタート

　割引サービスや大盛りサービス、ポイントの割
り増しなどで消防団員を応援する「がんばれ須賀川
市消防団応援事業所」への登録を募集しています。
　現在、43事業所が登録
しており、事業所ごとに
様々なサービスを提供し
ています。興味・関心の
ある事業所は、市民安全
課にお問い合わせください。
　また、登録事業所でサービス内容
などが変更になるときは、変更申請
が必要です。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
☞市民安全課 （88）9133

消防団員を一緒に
　　応援しませんか？

消防団応援
事業所一覧

協賛店に掲示される目印

はいはい

いいえ

各種控除の種類 準備する物

社会保険料控除
国民健康保険税、介護保険料、後期高
齢者医療保険料、国民年金保険料など
の領収書や納付額証明書

生命保険料等控除
一般生命保険料、介護医療保険料、個
人年金保険料、地震保険料などの控除
証明書

医療費控除 令和6年分の医療費控除明細書
障害者控除 障害者手帳など

◦申告相談に必要な物

市・県民税の申告が
必要　※2

e-taxまたは
税務署会場で確定申告が必要

申告不要　※3

いいえ

仁
井
田
会
場
の
統
合

　
今
回
よ
り
、
仁
井
田
会
場
は
岩

瀬
会
場
と
市
役
所
会
場
に
統
合
し

ま
す
。
対
象
地
区
に
お
住
ま
い
の

人
は
、
案
内
通
知
書
の
指
定
会
場

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

い
」と
言
っ
て
い
ま
し
た
が
、
大

会
が
近
づ
く
に
つ
れ「
も
っ
と
タ

イ
ム
を
短
く
」と
練
習
へ
の
意
欲

が
変
わ
っ
て
い
く
の
を
感
じ
ま
し

た
。
こ
の
操
法
大
会
を
機
に
、
班

の
絆き

ず
な

が
よ
り
深
ま
っ
た
と
思
い
ま

す
。 

最
後
に
、
地
域
の
皆
さ
ん
へ

伝
え
た
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

　
私
自
身
、
入
団
す
る
こ
と
で
消

防
団
の
意
義
を
実
感
し
ま
し
た
。

そ
の
良
さ
を
自
分
自
身
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ

な
ど
で
も
発
信
し
、
少
し
で
も
消

防
団
の
団
員
不
足
解
消
に
貢
献
で

き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
消

防
団
が
あ
る
こ
と
で
、
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
や
防
火
意

識
の
向
上
に
つ
な
が
る
と
感
じ
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
多
く
の
方

に
消
防
団
に
入
団
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

QQ

Q

Q

日時　1月19日（日）　午前10時～午後4時 会場　イオンタウン須賀川(古河105)

第13分団 矢沢班第13分団 矢沢班
佐藤 佐藤 聡聡

あきらあきら

  さんさん

献血にご協力を
28日（火）　午前9時30分～午後4時 市役所防災広場　　　　　　　　☞健康づくり課 （88）8125

市民安全課 （88）９１３３

■ ■ 消防団インタビュー消防団インタビュー

消防団員が消防団員が
      地域活性化の一翼に      地域活性化の一翼に

11 10令和7年1月1日令和7年1月1日


